
令和４年度第１回長久手市ホテル等建築審議会次第

日時 令和４年８月２３日（火）午後３時から
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・ 長久手市ラブホテル等建築規制条例の改正について
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○長久手市ラブホテル等建築規制条例

平成１９年７月６日

条例第１３号

（目的）

第１条 この条例は、ホテル等の建築に対し、必要な規制を行うことにより、

市民の快適で良好な生活環境を保持するとともに、青少年の健全な育成を図

ることを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。

(1) ホテル等 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条第２項に規定

するホテル営業、同条第３項に規定する旅館営業又は同条第４項に規定す

る簡易宿所営業の用に供する建築物をいう。

(2) ラブホテル ホテル等のうち、専ら異性を同伴する客に利用させること

を目的とするもので、別表第１に定める構造等のいずれかを有しないもの

をいう。

(3) 構造等 ホテル等の構造、設備、形態、意匠及び色彩をいう。

(4) 建築 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「基準法」という。）

第２条第１３号に規定する建築、同条第１４号に規定する大規模の修繕、

同条第１５号に規定する大規模の模様替又は第８７条第１項に規定する用

途の変更をいう。

(5) 広告物 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第２条第１項に規

定する屋外広告物をいう。

(6) 建築主等 ホテル等を建築する者（第４号に規定する建築に関する工事

の請負契約の注文者若しくは請負契約によらないで自らその工事をする者

又は工事を伴わずに用途変更をする者をいう。以下「建築主」という。）

及びホテル等の設計者、工事施工者（工事の請負人及び工事の下請人を含
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む。）、土地の所有者、建築物の所有者、建築物の管理者（建築物の占有

者を含む。）及びホテル等の建築に係わる者をいう。

２ 別表第１に定める構造等のいずれかを有しないホテル等は、専ら異性を同

伴する客に利用させることを目的とするものとみなす。

（同意申請）

第３条 建築主は、別表第２に掲げる手続のうちいずれか最初に行う手続を開

始する前に、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に同意の申請（以

下「同意申請」という。）をし、その同意を得なければならない。

（意見の聴取）

第４条 市長は、前条の規定による同意申請があったときは、規則で定める長

久手市ホテル等建築審議会の意見を聴かなければならない。

（通知）

第５条 市長は、第３条の規定による同意申請があったときは、規則で定める

ところにより、建築主に同意する旨又は同意しない旨の通知をしなければな

らない。

（同意の制限）

第６条 市長は、第３条の規定による同意申請があった場合において、次の各

号のいずれかに該当するときは、その同意をしてはならない。

(1) ラブホテルに該当するとき。

(2) ホテル等を建築しようとする場所が別表第３に定める区域に該当する

とき。

（不同意の効果）

第７条 市長は、第５条に規定する同意しない旨の通知をしたときは、当該ホ

テル等に係る次の各号に掲げる処分をしてはならない。第３条の規定による

同意申請の手続を経ないときも同様とする。

(1) 本市の管理する道路で、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２４条

に規定する計画の承認又は第３２条に規定する占用の許可
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(2) 本市の管理する河川で、河川法（昭和３９年法律第１６７号）第２０条、

第２３条から第２７条まで及び第５５条第１項に規定する許可

(3) 長久手市公共用物の管理に関する条例（昭和６１年長久手町条例第１１

号）第４条に規定する使用の許可又は第１８条に規定する計画の承認

(4) 長久手市下水道条例（平成８年長久手町条例第１５号）第６条に規定す

る計画の確認、第２０条に規定する行為の許可又は第２２条に規定する占

用の許可

（同意の失効）

第８条 第３条の同意は、建築主が同意の日から起算して１年以内に当該建築

について法令上必要な手続を行わないときは、その効力を失うものとする。

ただし、市長が災害その他特別な理由があると認めるときは、この限りでな

い。

（建築計画の公開）

第９条 建築主は、規則で定めるところにより、当該ホテル等の敷地内の公衆

の見やすい場所に建築計画の概要を表示しなければならない。

（同意申請書の閲覧）

第１０条 市長は、第３条の規定による同意申請に関する図書について、閲覧

の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させること

ができる。

（報告）

第１１条 市長は、建築主に当該ホテル等の構造等に関する報告を求めること

ができる。

（立入調査等）

第１２条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員にホテル等の

敷地又は建築中若しくは完成後（営業中を含む。）のホテル等に立ち入り、

構造等の調査を行わせることができる。
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２ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

（命令等）

第１３条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該ホテル等の

建築について改善又は中止の勧告又は命令をすることができる。

(1) 第３条の同意を得ないでホテル等を建築し、又は建築しようとする建築

主等

(2) 虚偽の同意申請によりホテル等を建築し、又は建築しようとする建築主

等

２ 市長は、前条第１項に規定する立入調査を正当な理由なく拒否する建築主

等に対し、立入調査に応じるように命令をすることができる。

（下水道施設の撤去）

第１４条 市長は、前条に規定する命令に従わない建築主等に係るホテル等に

ついては、本市が管理する下水道法（昭和３３年法律第７９号）に基づく下

水道施設及び農業集落排水事業実施要綱（昭和５８年５８構改D第２７１号農

林水産事務次官依命通達）に基づく農業集落排水施設（以下「下水道等」と

いう。）の使用を禁止するとともに、当該ホテル等への接続部分を撤去する

ものとする。

（公表）

第１５条 市長は、第１３条に規定する命令に従わない建築主等については、

規則で定めるところにより、その旨を公表するものとする。ただし、所在の

判明しない者は、この限りでない。

２ 市長は、前項に規定する公表を行うときは、あらかじめ公表される建築主

等に対し、弁明の機会を与えなければならない。

（告発）

第１６条 市長は、前条により公表した建築主等を、速やかに告発しなければ

ならない。



5/9

（罰則）

第１７条 第１３条第１項に規定する命令に違反した建築主等は、６月以下の

懲役又は５０万円以下の罰金に処する。

２ 第１３条第２項に規定する命令に違反した建築主等は、１０万円以下の罰

金に処する。

（両罰規定）

第１８条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者

が、その法人又は人の業務に関し、前条各項に規定する違反行為をしたとき

は、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科

する。

（委任）

第１９条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から起算して１０日を経過した日から施行する。

（長久手町モーテル類似施設建築規制条例の廃止）

２ 長久手町モーテル類似施設建築規制条例（昭和５８年長久手町条例第２７

号）は、廃止する。

（経過措置）

３ この条例の施行の際、現に存し、又は建築基準法（昭和２５年法律第２０

１号。）第６条若しくは第６条の２に規定する確認済証の交付を受けたホテ

ル等については、なお従前の例による。

別表第１（第２条関係）

１ 玄関は、客が営業時間中必ず通過し、又は自由に出入りすることができ、

かつ、外部からその内部を見通すことができるもので、主要な道路に面し、

出入口の幅は、連続して１．８メートル以上で、客が荷物を持って容易に

往来することができる構造であること。
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２ フロント又は帳場は、ロビー、応接室、談話室等の施設（以下「ロビー

等」という。）と一体とし、開放的に客と応接できるもので、客の出入り

を直接確認し、又は面接できる構造であり、受付台の長さが２．７メート

ル以上で、受付事務に適した広さを有する構造であること。

３ ロビー等は、玄関に接し、客が自由に利用することができるものとし、

床面積は、４０平方メートル以上であって、客室の収容人員に１平方メー

トルを乗じて得た数値以上とし、かつ、食堂、レストラン又は喫茶室（以

下「食堂等」という。）、会議、催物、宴会等に使用できる会議室、集会

室、大広間等の施設（以下「会議室等」という。）と併用しない構造であ

ること。

４ 玄関及びロビー等には、客室の内部を撮影した写真パネルその他それに

類する掲示物が設けられていないこと。

５ 会議室等の床面積は、４０平方メートル以上であって、客室の収容人員

に１平方メートルを乗じて得た数値以上とし、かつ、ロビー等、食堂等と

併用しない構造であること。

６ 食堂等は、調理室及び配膳室を設け、客の利便を考慮した配置とし、床

面積は、４０平方メートル以上であって、客室の収容人員に１平方メート

ルを乗じて得た数値以上とし、かつ、ロビー等、会議室等と併用しない構

造であること。

７ ロビー等、会議室等、食堂等及びその他の共用施設の付近には、便所及

び洗面所を有する構造であること。

８ 客が客室に入るには、玄関及びロビー等並びにその他の共用施設を通過

しなければならない構造であること。

９ 客室は、耐火構造又は防火構造の壁で区画された構造であること。

１０ 総客室数に対する定員別の客室数の割合は、床面積が１５平方メート

ル以下である１人用の客室数が総客室数の３分の１以上とし、客室内には、

浴室、便所及び洗面所を設けること。ただし、専ら飲食、湯治、団体宿泊
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その他これらに類するものの用に供することを目的とするもので、その構

造等が市民の快適で良好な生活環境の保持及び青少年の健全な育成を阻害

するおそれがないと市長が認めるものについては、この限りでない。

１１ ダブルベッド（幅１．４メートル以上のものをいう。）を備えた客室

数の総数は、客室総数の５分の１を超えていない構造であること。

１２ 客室の内装は、天井及び壁面の仕上げ材に鏡等を用いない清楚なもの

であること。

１３ 客室の照明、装置、装飾等の内部設備は、客の性的感情を刺激しない

清楚なものであること。

１４ 客室の浴室は、その浴室の外部から容易に見えるような構造でないこ

と。

１５ 建築物の構造等は、付近住民の生活環境及び景観を損なわないもので、

外観については、過度の装飾又は突起物が設けられず、けばけばしい色彩

が用いられていないこと又は過度の照明設備が設けられていないこと。

１６ 広告物及び広告物を掲出するための構造等は、付近住民の生活環境及

び景観を損なわないものとし、大きさは、高架水槽又は屋上部分の階段室

を超える構造でないこと。

１７ ホテル等の外部には、休憩料金、宿泊料金等を表示する広告物その他

性的好奇心をそそるおそれのある広告物が設けられていないこと。

１８ 建築物及び広告物には、ネオンサインが設けられていないこと。

１９ 建築物の１階には、駐車場及びピロティが建築面積の３分の１以上設

けられていないこと。

２０ 客室の外部に面する窓ガラスは、透明ガラスであり、自然光を遮蔽す

るフィルム等が貼りつけられていない構造であること。

別表第２（第３条関係）

１ 旅館業法第３条第１項に規定する許可の申請
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２ 基準法第６条第１項（同法第８７条第１項において準用する場合を含む。）

に規定する確認の申請

３ 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１０条の２第１項、第２６条第

１項並びに第３４条第１項及び第２項に規定する許可等の申請

４ 道路法第２４条及び第３２条第２項に規定する承認等の申請

５ 農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４条第１項及び第５条第１項に

規定する許可の申請又は届出

６ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第７６条第１項に規定す

る許可の申請

７ 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第１８条第１項に規定す

る許可の申請

８ 宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第８条第１項に規定す

る許可の申請

９ 河川法第２０条、第２３条から第２７条まで及び第５５条第１項に規定

する許可の申請

１０ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条、第３２条、第４

３条第１項、第５３条第１項及び第６５条第１項に規定する許可の申請又

は協議の申出

１１ 水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）第５条に規定する設置

の届出

１２ 国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）第２３条第１項に規定す

る移転又は利用目的等の届出

１３ 愛知県屋外広告物条例（昭和３９年愛知県条例第５６号）第５条に規

定する許可の申請

１４ 砂防指定地内における行為の規制に関する条例（平成１５年愛知県条

例第４号）第４条第１項に規定する許可の申請
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１５ 愛知県国土交通省所管公共用財産管理規則（昭和４３年愛知県規則第

２号）第３条に規定する許可の申請

１６ 長久手市公共用物の管理に関する条例施行規則（昭和６１年長久手町

規則第３号）第３条に規定する許可の申請又は承認の申請

１７ 長久手市下水道条例第６条、第２０条及び第２２条に規定する確認等

の申請

１８ 長久手市美しいまちづくり条例（平成１７年長久手町条例第８号）第

７条に規定する開発協議

別表第３（第６条関係）

次に掲げる施設の敷地から１００メートル以内の区域

１ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校、第８２

条の２に規定する専修学校及び第８３条第１項に規定する各種学校

２ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条に規定する児童福祉施

設

３ 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第２条に規定する社会教育に

関する施設

４ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５に規定する病院及び診

療所並びに第２条に規定する助産所

５ 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条第１項に規定する都市公

園及び第３３条第１項に規定する公園予定区域

６ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１項に規定す

る条例により設置された公の施設

７ 愛知県旅館業法施行条例（昭和４５年愛知県条例第６５号）第１条に規

定する施設



別紙

長久手市条例第 号

長久手市ラブホテル等建築規制条例の一部を改正する条例

長久手市ラブホテル等建築規制条例（平成１９年長久手町条例第１３号）の

一部を次のように改正する。

改正後 改正前

（定義） （定義）

第２条 この条例において、次

に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。

第２条 この条例において、次の各号

に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。

⑴ ホテル等 旅館業法（昭和２３

年法律第１３８号）第２条第２項

に規定する旅館・ホテル営業、同

条第３項に規定する簡易宿所営

業又は 同条第４項に規定する下

宿営業の用に供する建築物をい

う。

⑴ ホテル等 旅館業法（昭和２３

年法律第１３８号）第２条第２項

に規定するホテル営業 、同

条第３項に規定する旅館営業又

は同条第４項に規定する簡易宿

所営業の用に供する建築物をい

う。

⑵～⑹ （略） ⑵～⑹ （略）

⑺ 公共の敷地 長久手市内にあ

り、規則で定める敷地をいう。

２ （略） ２ （略）

（同意申請） （同意申請）

第３条 建築主は、別表第２に掲げる

手続のうちいずれか最初に行う手

続を開始する前に、規則で定めると

ころにより、あらかじめ市長に同意

の申請（以下「同意申請」という。）

第３条 建築主は、別表第２に掲げる

手続のうちいずれか最初に行う手

続を開始する前に、規則で定めると

ころにより、あらかじめ市長に同意

の申請（以下「同意申請」という。）



をし、その同意を得なければならな

い。ただし、建築を行う場所が公共

の敷地内である場合は除く。

をし、その同意を得なければならな

い。

（不同意の効果） （不同意の効果）

第７条 市長は、第５条に規定する同

意しない旨の通知をしたときは、当

該ホテル等に係る次 に掲げ

る処分をしてはならない。第３条の

規定による同意申請の手続を経な

いときも同様とする。

第７条 市長は、第５条に規定する同

意しない旨の通知をしたときは、当

該ホテル等に係る次の各号に掲げ

る処分をしてはならない。第３条の

規定による同意申請の手続を経な

いときも同様とする。

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 本市の管理する河川で、河川法

（昭和３９年法律第１６７号）第

２０条に規定する承認並びに第

２３条、第２４条から第２７条ま

で及び第５５条第１項に規定す

る許可

⑵ 本市の管理する河川で、河川法

（昭和３９年法律第１６７号）第

２０条、第２３条

から第２７条ま

で及び第５５条第１項に規定す

る許可

⑶及び⑷ （略） ⑶及び⑷ （略）

（下水道施設の使用禁止及び撤去） （下水道施設の撤去 ）

第１４条 市長は、前条に規定する命

令に従わない建築主等に係るホテ

ル等については、本市が管理する下

水道法（昭和３３年法律第７９号）

に基づく下水道施設及び農業集落

排水事業実施要綱（昭和５８年５８

構改D第２７１号農林水産事務次官

依命通達）に基づく農業集落排水施

設（以下「下水道等」という。）の

使用を禁止する命令をすることが

第１４条 市長は、前条に規定する命

令に従わない建築主等に係るホテ

ル等については、本市が管理する下

水道法（昭和３３年法律第７９号）

に基づく下水道施設及び農業集落

排水事業実施要綱（昭和５８年５８

構改D第２７１号農林水産事務次官

依命通達）に基づく農業集落排水施

設（以下「下水道等」という。）の

使用を禁止するとともに、当該ホテ



できる。 ル等への接続部分を撤去するもの

とする。

２ 市長は、前項の命令に従わない建

築主等に係るホテル等については、

下水道等の当該ホテルへの接続部

分を期限を定めて撤去する命令を

することができる。

（代執行）

第１４条の２ 市長は、前条第２項で

定めた期限を越えても命令が履行

されない場合において、他の手段に

よってその履行を確保することが

困難であり、かつ、その不履行を放

置することが著しく公益に反する

と認められるときは、行政代執行法

（昭和２３年法律第４３号）の定め

るところにより、自ら義務者のなす

べき行為をなし、又は第三者をして

これをなさしめ、その費用を義務者

から徴収することができる。

２ 代執行のために現場に派遣され

る執行責任者は、本人であることを

示すべき証票を携帯し、関係人の要

求があるときは、これを提示しなけ

ればならない。

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係）

１～７ （略） １～７ （略）

８ 宅地造成及び特定盛土等規制

法（昭和３６年法律第１９１号）

８ 宅地造成等規制法

（昭和３６年法律第１９１号）



附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第２第８項の改正規定は、

宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第５５号）の施行の日

から施行する。

第１２条第１項に規定する許可

の申請

第８条第１項 に規定する許可

の申請

９ 河川法第２０条に規定する承

認並びに第２３条、第２４条から

第２７条まで及び第５５条第１

項に規定する許可の申請

９ 河川法第２０条、第２３条

から

第２７条まで及び第５５条第１

項に規定する許可の申請

１０～１７ （略） １０～１７ （略）

１８ 長久手市美しいまちづくり

条例（平成１７年長久手町条例第

８号）第６条の２に規定する事前

協議及び第７条に規定する開発

協議

１８ 長久手市美しいまちづくり

条例（平成１７年長久手町条例第

８号）

第７条に規定する開発

協議

別表第３（第６条関係） 別表第３（第６条関係）

次に掲げる施設の敷地から１０

０メートル以内の区域

次に掲げる施設の敷地から１０

０メートル以内の区域

１ 学校教育法（昭和２２年法律第

２６号）第１条に規定する学校、

第１２４条 に規定する専修学

校及び第１３４条 に規定す

る各種学校

１ 学校教育法（昭和２２年法律第

２６号）第１条に規定する学校、

第８２条の２に規定する専修学

校及び第８３条第１項に規定す

る各種学校

２～１７ （略） ２～１７ （略）


